
子牛生産者各位

事 務 連 絡

宮崎牛定義の一部見直しについて

平成２５年１０月３０日

ＪＡ尼鈴子牛生産課

晩秋の候、ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より、ＪＡ事業にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、平成２７年度から一部宮崎牛の定義の見直しがございますので、お知ら

せ致します。

記

１

２

宮崎牛表示販売要領
①宮崎牛の表示販売対象となる牛の定義【現行】
宮崎牛として表示販売を行うことのできる牛肉は最長飼育地が宮崎県の
黒毛和種で（社）日本食肉格付協会による格付において、肉質等級が４
等級以上のもので、血統が明らかなもの（宮崎牛：地産商標登録ＪＡ宮
崎経済連）
（一部見直し）は下線部分

②宮崎牛の表示販売対象となる牛の定義【平成２７年から】
宮崎牛として表示販売を行うことのできる牛肉は宮崎県内で生産・肥
された血統が明確な黒毛和種で（社）日本食肉格付協会による格付にお
いて、肉質等級が４等級以上のもので、血統が明・Ｅ．、２１ｊヽな恚の（宮崎牛
：地産商標登録ＪＡ宮崎経済連）
実施期間
宮崎生まれ宮崎育ち・‥・・平成２７年４月１日販売分から（枝肉出荷）

宮崎県生まれ宮崎育ち・・・平成２９年４月 １日販売分から（枝肉出荷）

以上のことから、平成２９年４月１日販売分については、肥育期間を１８
ヶ月肥育の場合から逆算すると平成２６２月からの人工授精が対象となりま

生。
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